
第2回

講 師 ： 高 頭 晃 紀

（ 日 本 ケ ア コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ チ ー フ コ ン サ ル タ ン ト ）

（ 令 和 3 年 1 月 1 8 日 介 護 給 付 費 分 科 会 よ り ）

基本報酬と加算、運営基準改定のポイント

ココがこうなる！

令和3年度介護報酬改定

【訪問介護編】



◆今 回 の 改 定 で は 、 経 営 上 イ ン パ ク ト を 与 え る よ う な 改 定 は な い ！

（ 一 応 プ ラ ス ）

◆運 営 基 準 上 で は 、 行 う べ き こ と が 増 え て い る

（ 事 業 継 続 計 画 の 策 定 、 虐 待 防 止 の 取 り 組 み な ど ）

◆従 っ て 、 各 事 業 所 固 有 の 運 営 上 ・ 経 営 上 の 課 題 は 、 引 き 続 き 残 っ
て い く

ココがポイント



① １ （ １ ） ① 感 染 症 対 策 の 強 化 ★

② １ （ １ ） ② 業 務 継 続 に 向 け た 取 組 の 強 化 ★

③ ３ （ ２ ） ① C H A S E ・ V I S I T 情 報 の 収 集 ・ 活 用 と P D C A サ イ ク ル の 推 進 ★

④ ４ （ １ ） ⑥ 人 員 配 置 基 準 に お け る 両 立 支 援 へ の 配 慮 ★

⑤ ４ （ １ ） ⑦ ハ ラ ス メ ン ト 対 策 の 強 化 ★

⑥ ４ （ ２ ） ④ 会 議 や 多 職 種 連 携 に お け る I C T の 活 用 ★

⑦ ４ （ ３ ） ① 利 用 者 へ の 説 明 ・ 同 意 等 に 係 る 見 直 し ★

⑧ ４ （ ３ ） ② 員 数 の 記 載 や 変 更 届 出 の 明 確 化 ★

⑨ ４ （ ３ ） ③ 記 録 の 保 存 等 に 係 る 見 直 し ★

⑩ ４ （ ３ ） ④ 運 営 規 程 等 の 掲 示 に 係 る 見 直 し ★

⑪ ６ ② 高 齢 者 虐 待 防 止 の 推 進 ★

⑫ ６ ④ 地 域 区 分 ★

全サービス共通 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



○ 訪 問 介 護 基 本 報 酬

○ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 対 応 す る た め の 特 例 的 な 評 価

① ２ （ １ ） ① 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 等 の 見 直 し

② ２ （ １ ） ② 認 知 症 に 係 る 取 組 の 情 報 公 表 の 推 進

③ ２ （ ２ ） ⑦ 訪 問 介 護 に お け る 看 取 り 期 の 対 応 の 評 価

④ ２ （ ４ ） ① 訪 問 介 護 に お け る 通 院 等 乗 降 介 助 の 見 直 し

⑤ ２ （ ７ ） ⑤ 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に よ る 地 域 の 実 情 に 応 じ た サ ー ビ ス 提 供 の 確 保

⑥ ３ （ １ ） ⑧ 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 の 見 直 し

⑦ ４ （ １ ） ① 処 遇 改 善 加 算 の 職 場 環 境 等 要 件 の 見 直 し

⑧ ４ （ １ ） ② 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 見 直 し

⑨ ４ （ １ ） ④ 特 定 事 業 所 加 算 の 見 直 し

⑩ ５ （ １ ） ⑩ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 （ Ⅳ ） 及 び （ Ⅴ ） の 廃 止

⑪ ５ （ １ ） ⑫ サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 等 に お け る 適 正 な サ ー ビ ス 提 供 の 確 保

改定事項 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



• そ れ ぞ れ 、 1 ～ ２ 単 位
ほ ど の プ ラ ス 改 定

• 経 営 に イ ン パ ク ト を 与
え る ほ ど で は な い

基本報酬



へ 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 （ 新 設 ）

注 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 都 道 府 県
知 事 に 届 け 出 た 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 に お い て 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め
る 者 に 対 し て 専 門 的 な 認 知 症 ケ ア を 行 っ た 場 合 は 、 当 該 基 準 に 掲 げ る 区
分 に 従 い 、 １ 日 に つ き 次 に 掲 げ る 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 た だ し 、 次 に 掲
げ る い ず れ か の 加 算 を 算 定 し て い る 場 合 に お い て は 、 次 に 掲 げ る そ の 他
の 加 算 は 算 定 し な い 。

⑴ 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 ( Ⅰ )  ３ 単 位

⑵ 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 ( Ⅱ )  ４ 単 位

認知症専門ケア加算（新設）



看 取 り 期 に は 、 2 時 間
未 満 の 間 隔 で も 、 訪 問
時 間 の 合 算 は 行 わ な
い ！

看取 り期には 、 訪 問時間の合算は行わない



⑸ 特 定 事 業 所 加 算 ( Ⅴ )  所 定 単 位 数 の 1 0 0 分 の ３ に 相 当 す る 単
位 数

≪ 要 件 ≫

指 定 訪 問 介 護 事 業 所 の 訪 問 介 護 員 等 の 総 数 の う ち 、 勤 続 年 数 七
年 以 上 の 者 の 占 め る 割 合 が 百 分 の 三 十 以 上 で あ る こ と 。

特定事業所加算(Ⅴ)の新設



◆今 回 の 改 定 で は 、 経 営 上 イ ン パ ク ト を 与 え る よ う な 改 定 は な い ！

（ 一 応 プ ラ ス ）

◆運 営 基 準 上 で は 、 行 う べ き こ と が 増 え て い る

（ 事 業 継 続 計 画 の 策 定 、 虐 待 防 止 の 取 り 組 み な ど ）

◆従 っ て 、 各 事 業 所 固 有 の 運 営 上 ・ 経 営 上 の 課 題 は 、 引 き 続 き 残 っ
て い く

まとめ



ご視聴ありがとうございました！


